
休日の部活動の地域移行
令和4年(2022年)8月
伊丹市教育委員会
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①礼儀や責任感協調性、ねばり強さ、思いやりなど「人間性」の育成に大きな役割を
果たしてきた

②学校生活にうるおいを与え、生涯にわたって豊かなスポーツライフや文化芸術活動を
実現する基盤となってきた

③体力や技術の向上を図り、我が国のスポーツ、文化芸術等の振興を大きく支えてきた

④興味関心のあることに打ち込むことで、自尊感情の向上や生徒指導問題の抑制に寄与
してきた
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2改革の背景
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①中学生の生徒数の減少が加速化するなど、深刻な少子化により、学校単位でのスポー
ツや文化芸術活動が難しくなってきた

｜ 震鱸｜認潭｜ ＊ ｜
全国生徒数 589万人 296万人 50.3%
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②競技経験のない教員が指導せざるを得なかったり、休日も含めた部活動の指導が求め
られたりするなど、部活動指導が中学校の教員にとって大きな業務負担となっている

【士日の音院詞#騨謂】

｜ 琶鱸~｜琶艫’
1時間6分 2時間9分

陰矯荊･謹溌前における時間外望溌時間(1か月)】

｜ 琶撫｜綴籟||謡篭l
小学校 38時間 30時間 33時間

中学校 81時間 60時間 66時間

高等学校 48時間 40時間 42時間

｡※1か月4部謂以内､年測謂馴勾を副謂こしている
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3改革の目的
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将来にわたりスポーツや文化芸術活動に親しむことのできる持続可能な環境の整備①将来にわたりスポーツや文化

②中学校教員の業務負担の軽減
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改革に向けた国の動き4
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① 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の策定（平成30年3月）
「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の策定（平成30年12月）

趣旨:学校と地域が協働･融合した形で､持続可能なスポーツや文化芸術活動の
ための環境整備を進める

② 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校
における働き方改革に関する総合的な方策について（答申） 」 （平成31年1月）

趣旨:地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる体制を整え、
将来的には部活動を学校単位から地域単位に移し､学校以外が担うことを
積極的に進めるべき

③ 「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」 （通知） （令和2年9月）

趣旨:令和5年度以降､休日の部活動の段階的な地域移行を図る

④ 「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」 （令和4年6月）
「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言」 （令和4年8月）

趣旨:令和5年度から3年間を｢改革集中期間jと位置づけ､地域のスポーツ･文化
芸術団体等と学校との連携･協働を推進し､休日の部活動から段階的に地
域移行していく

15本市の現状等I5本市の

①部活動数（令和4年4月時点）

合計文化部運動部

102 39 141

②入部状況（令和4年5月時点）

｜ 運動部 ｜ 文化部 ｜ 合計 ’
62.2％ 24.1％ 86.3％

③

合計文化部運動部



③外部指導者の配置人数（令和4年4月時点）

各中学校2～3名合計20名

④実謂囲罰〕ためのアンケート調査結果(令禾[M年2月）

附日の音睨画I察詫担う意思があるか』

「 小・特別支援学校教員中学校教員

約18％（70名程度）約50％（140名程度）

且

6改革の方向性
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①改革の趣旨については、単に部活動を学校から切り離すということではなく、
将来にわたり持続可能なスポーツや文化芸術活動に親しむことのできる環境の
整備を進める

②指導体制の整備については、地域のスポーツ団体や文化芸術団体等に働きかけ
るとともに指導を希望する教員の協力を得る

③中学校教員の負担軽減については、子どもたちの教育を学校だけが担うのでは
なく、地域や学校が協働して担う風土を醸成する。

④地域移行の時期については、指導体制を整えることができた学校の個々の部活
動から段階的に移行する
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休日の部活動の地域以移行

に向けた改革集中期間
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I ･ガイドラインの改訂

｜ ・地方公共団体における推進 I
｜ 計画の策定・実施

｜ ・公的な支援
L－－－－．－．－－.-....-......-,-－-....ﾛ.--...-.,.,-....｡.一.－．－－.』
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革にあたっての課題7改
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①受け皿となる組織や人材、活動場所の確保

・多ｵ錨ﾐｽﾎｰﾂ､文化芸術団体功溪施主1本教員淵騰､ﾀ陪例諄者伽舌用

。執効脚活用に係るルー弓ﾙ幟

・スポーツ､文ｲ匿訓団体顎こ欝里を委託

②運営財源の確保

・関係団体をつなぐｺｰﾃｨﾈｰﾀｰ9吋旨導者の配置

③保護者。地域の理解

・会費や閑細肌､につ､T己街震音地或'、淵言

④指導者の質の確保

・過勵才騨や体罰ﾊﾗｽﾒﾝﾄについての研修･監督ｬ締1曜備

⑤経済的に困窮する家庭の生徒八の対応

[8今後の予定】 協議会の構成I案’
・中学校長会 ・中学校体育連盟
・伊丹市スポーツ協会 ･PTA連合会

く令和4年度中〉 ・関係競技種目協会
・関係文化芸術団体

○関係機関の代表者による協議会の設置 ･SC21関係者 ・スポーツ推進委員
・教育委員会事務局(保健体育課、学校
指導課、スポーツ振興課、職員課）

○アンケート調査の実施
・文化振興課

8今後の予定

○令和5年度の先行実施校の在り方についての検討

<令和ら年度以降〉

○先行実施校における課題及び成果の把握と共有

○指導体制が整った部活動から順次、休日の活動を地域に移行

○平日の活動の在り方についての検討

伊丹市教育委員会事務局保健体育課（運動部活動）

学校指導課（文化部活動）
スポーツ振興課（地域スポーツ活動）

TEL:072-784-8087

TEL:072-780-3534

TEL:072-784-8088
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